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資料１３ 
   

埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（抜粋） 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、県が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行 
令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の 
規定により、埼玉県の競争入札に参加する資格を有する者（以下「有資格業者」とい 
う。）に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必 
要な事項を定めるものとする。 
 
（入札参加停止） 
第３条 知事は、有資格業者、その使用人、下請負人又は有資格業者を構成員に含む共 

同企業体の行為が別表第１又は別表第２（以下「別表」という。）の措置要件の欄の 

各号（以下「別表各号」という。）に掲げる措置要件のいずれかに該当した場合は、 

別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、入札参加停止 

の措置を行うものとする。 

２ 知事は、県が発注する契約において、別表第２第３号又は第４号の措置要件に該当 

する有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若 

しくはその使用人（以下「有資格業者の使用人等」という。）が逮捕され、又は逮捕 

を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、有資格業者の使用人等が代表役員 

等又は一般役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止の措置 

を行うことができる。 

３ 県が発注する契約に関し、別表第２第５号の措置要件に該当し、入札参加停止の措 

置を受けた有資格業者の使用人等が、当該入札参加停止期間中又は入札参加停止期間 

満了後、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提 

起された場合は、この要綱の適用について当初から同表第２第４号の措置要件に該当 

し、入札参加停止を措置されたものとみなす。 

 

（警告） 

第１１条 知事は、別表第４の各号のいずれかに該当する場合は、当該有資格業者につ 

いて、文書により警告の措置を行うことができる。 
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 別表第１（第３条関係） 

 埼玉県内において起こした事故等に対する措置基準 

 

区分 措 置 要 件 期間 特記 

虚 

偽 

記 

載 

１ 県の発注する契約（以下「県契約」という。）に 

係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等 

確認申請書、入札参加資格審査申請書、その他の契約 

前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として 

不適当であると認められる場合。 

当該認定をし

た日から２月 

 

粗 

雑 

工 

事 

２ 県契約の履行に当たり、過失により建設工事等を 

粗雑（軽微は除く）にしたと認められる場合。 

当該認定をし

た日から２月 

 

３ 県内における建設工事等で県契約以外のもの（以 

下「一般工事等」という。）の履行に当たり、過失に 

より建設工事等を粗雑にしたと認められ、かつ県以外 

の行政機関による停止措置がなされた場合。 

当該認定をし

た日から１月 

 

契 

約 

違 

反 

４ 第２号に掲げる場合のほか、県契約の履行に当た 

り、契約に違反し、契約の相手方として不適当である 

と認められる場合。 

当該認定をし

た日から２月 

 

公 

衆 

損 

害 

事 

故 

５ 県契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当 

であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさ 

せ、又は損害を与えたと認められる場合。 

当該認定をし

た日から 

・死亡事故３月 

・それ以外２月 

 

６ 県内における契約で県契約以外のもの（以下「一 

般契約」という。）の履行に当たり、安全管理の措置 

が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者 

を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事 

故が重大であると認められる場合。 

当該認定をし

た日から 

・死亡事故２月 

・それ以外１月 

事故が重大な場合とは、

有資格業者の使用人等

が逮捕又は逮捕を経な

いで公訴を提起された

場合。 

関 

係 

者 

事 

故 

７ 県契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当 

であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ 

たと認められる場合。 

当該認定をし

た日から 

・死亡事故２月 

・それ以外１月 

 

８ 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適 

当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさ 

せた場合において、当該事故が重大であると認められ 

る場合。 

当該認定をし

た日から 

・死亡事故１月 

・それ以外２週間 

事故が重大な場合とは、

有資格業者の使用人等

が逮捕又は逮捕を経な

いで公訴を提起され 

た場合。 
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 別表第２（第３条関係） 

 

贈賄及び不正行為等に対する措置基準 

 

 

区

分 
措置要件 期間 特記 

贈 

賄 

１ 次のア、イ、ウに掲げる者が県の職員

に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は

逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ア 代表役員等 

イ 一般役員等 

ウ 使用人 

当該認定をした日 

から 

 

６月 

５月 

４月 

 

２ 次のア、イ、ウに掲げる者が県の職員

以外の他の公共機関の職員に対する贈賄

の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない

で公訴を提起された場合。 

ア 代表役員等 

イ 一般役員等 

ウ 使用人 

当該認定をした日 

から 

 

 

５月 

４月 

３月 

｢他の公共機関の職

員｣とは 

①刑法第７条第１項

に定める国又は地方

公共団体の職員その

他法令により公務に

従事する議員、委員そ

の他の職員。 

②特別法で、公務員と

みなされる者。 

③特別法で収賄罪の

処罰を規定している

場合の当該私人。 

独

占 

禁

止 

法

違 

反

行 

為 

３ 次の場合において、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）第３条又は第８条第１号に違反し、

契約の相手方として不適当であると認め

られる場合。 

ア 県契約又は県内におけるもの 

イ 上記以外での業務 

当該認定をした日 

から 

 

 

 

 

１２月 

４月 

・排除措置命令、課徴金

納付命令、刑事告発、有

資格業者の使用人等の逮

捕又は逮捕を経ないで公

訴を提起された場合。 

・公正取引委員会から課

徴金減免制度の適用事業

者として公表された場合

（排除措置されていない

場合及び刑事告訴されて

いない場合に限る。）は、

措置を２分の１とする。 
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競

売 

入

札 

妨

害 

又

は 

談

合 

４ 次の場合において、代表役員等、一般

役員等又は使用人が競売入札妨害又は談

合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経な

いで公訴を提起された場合。 

ア 県契約又は県内におけるもの 

イ 上記以外での業務 

当該認定をした日 

から 

 

 

１２月 

４月 

 

５ 県契約に関し、代表役員等、一般役員

等又は使用人が競売入札妨害又は談合の

容疑により、県が刑事告発を行った場合。 

当該認定をした日 

から 

１２月 

 

建

設 

業

法 

違

反 

６ 次の場合において、主任技術者の不設

置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、

その他建設業法の規定に違反し、契約の相

手方として不適当であると認められる場

合。 

ア 県契約 

イ 上記以外での場合 

当該認定をした 

日から 

 

 

 

３月 

１月 

・監督処分がなされた場

合（知事が軽微なものと

判断した場合を除く。）。 

・代表役員等、一般役員

等又は使用人が建設業法

違反の容疑により逮捕さ

れ、又は逮捕を経ないで

公訴を提起された場合。 

不 

正 

又 

は 

不 

誠 

実 

行 

為 

７ 別表第１の各号及び前各号に掲げる場

合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油

の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外

国人の不法就労、その他不正又は不誠実な

行為をし、契約の相手方として不適当であ

ると認められる場合。 

当該認定をした 

日から 

１月 

・代表役員などが業務 

に関する法令違反で逮 

捕され又は逮捕を経な 

いで公訴を提起された 

場合。 

８ 別表第１の各号及び前各号に掲げる場

合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷

害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の禁錮以

上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を

提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法

（明治４０年法律第４５号）の規定による

罰金刑を宣告され、契約の相手方として不

適当であると認められる場合。 

  

報

告 

義

務 

違

反 

９ 県発注の契約において、受注者が暴力

団等の不当介入を受けた場合の発注者へ

の報告義務に違反し、契約の相手方として

不適当であると認められる場合。 

当該認定をした 

日から 

２週間 

・報告とは、埼玉県暴力団

排除条例第９条又は「公共

工事への暴力団等の不当介

入対応マニュアル」に規定

する報告をいう。 
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度 

重 

な 

る 

警 

告 

１０ ３年間に２回、別表第４の各号に該当

し、契約の相手方として不適当であると認

められる場合。 

ア 別表第４第２号に該当する行為が含ま

れる場合 

イ 上記以外の場合 

当該認定をした 

日から 

 

２月 

 

１月 

 

 

 

別表第４（第１１条関係） 

 

措 置 要 件 
１ 県発注工事の完了検査において、工事成績点が６５点未満の場合。 
２ 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不

当な手段を用いて、県の職員に対して入札参加、元請業者に対する指導・あっせん、許認

可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読その他の要求を行った場合。 

３ 県契約の履行に当たり、監督員等から何度も手直しや是正指導を受け、又は指示に従わ

ないなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 

４ 別表第１の各号及び別表第２の第１号から第９号までの措置要件に該当するが、入札参

加停止措置を行わない場合において、必要があると認められる場合。 


